
 全Ｌ協保安・業務Ｇ７第２３３号 

令和８年３月９日 

 

正 会 員 各位 

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

 

建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（お願い） 

 

 

標記につきまして、経産省ガス安全室より別紙のとおり当協会に会員への周知

依頼がありました。 

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また、直接会員に

おかれましては関係者に対し、下記の事項をご周知くださいますようよろしくお

願いいたします。 

なお、本件につきましては、同安全室より別紙に記載のとおり関係省庁及び関

係団体に対しても協力要請がされております。 

 

記 

 
【経産省からの周知事項】 

・建設工事等事業者に対し、建設工事等を実施する前には必ず、ガス管等について

液化石油ガス販売事業者に照会及び確認するとともに、ガス管を見つけた場合に

は必ず、液化石油ガス販売事業者に連絡すること等について周知を行うこと。 

・必要に応じて建設工事等の実施に立ち会うこと。 

・供給管及び配管の工事を行う際は、事故防止のため、次の点を確認すること。 

 ① 工事事業者が特定液化石油ガス設備工事事業の届出を行っているか。 

 ② 工事作業者が液化石油ガス設備士免状を有する者か、法定講習を適切に受   

   講しているか、及び工事作業時に免状を携帯しているか。  

 

 

以 上 

発信手段：Ｅメール 

担当：保安・業務グループ 湯口、北邨、國坂 



経 済 産 業 省 

２０２６０３０２保局第１号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ 日 

一般社団法人全国ＬＰガス協会 

会長 殿 

経済産業省大臣官房産業保安・安全グループガス安全室長

建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（協力依頼） 

 標記の件について、ガス事故の内、建設工事等に起因する事故（他工事事

故）の防止に向けて、別記の関係省庁及び関係団体に対し、協力依頼を行いま

したので、その旨お知らせします。 

 なお、再発事故防止の観点から、貴団体においても会員のガス事業者等に対

し、以下の事項の周知をお願いします。 

・ 建設工事等事業者に対し、建設工事等を実施する前には必ず、ガス管等

について液化石油ガス販売事業者に照会及び確認するとともに、ガス管を

見つけた場合には必ず、液化石油ガス販売事業者に連絡すること等につい

て周知を行うこと。

・ 必要に応じて建設工事等の実施に立ち会うこと。

・ 供給管及び配管の工事を行う際は、事故防止のため、次の点を確認する

こと。

① 工事事業者が特定液化石油ガス設備工事事業の届出を行っている

か。

② 工事作業者が液化石油ガス設備士免状を有する者か、法定講習を適

切に受講しているか、及び工事作業時に免状を携帯しているか。

別紙

國坂 和弥
日付印 (姓と名、西暦)



別記 

 

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室長 

国土交通省住宅局住宅生産課長 

国土交通省水管理・国土保全局下水道事業課長 

国土交通省水管理・国土保全局水道事業課長 

一般社団法人全国建設業協会会長 

一般社団法人日本建設業連合会会長 

一般社団法人日本建設業経営協会会長 

一般社団法人全国中小建設業協会会長 

一般社団法人日本道路建設業協会会長 

一般社団法人建設産業専門団体連合会会長 

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会会長 

公益社団法人日本エクステリア建設業協会会長 

公益社団法人全国解体工事業団体連合会会長 

一般社団法人全国地質調査業協会連合会会長 

 


